
 

 

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
係
る
施
設
基
準
等
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
係
る
施
設
基
準
等
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 
一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 
特
別
診
療
費
に
お
け
る
初
期
入
所
診
療
管
理
の
基
準 

イ 
（
略
） 

ロ 

病
名
、
症
状
、
予
定
さ
れ
る
検
査
の
内
容
及
び
そ
の
日
程
並
び
に
予
定

さ
れ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
及
び
そ
の
日
程
そ
の
他
入
所
に
関

し
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た
総
合
的
な
診
療
計
画
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
診
療
計
画
が
入
所
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
以
内
に
、
入
所

者
に
対
し
文
書
に
よ
り
交
付
さ
れ
説
明
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

特
定
診
療
費
に
お
け
る
初
期
入
院
診
療
管
理
の
基
準 

イ 

（
略
） 

ロ 

病
名
、
症
状
、
予
定
さ
れ
る
検
査
の
内
容
及
び
そ
の
日
程
並
び
に
予
定

さ
れ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
及
び
そ
の
日
程
そ
の
他
入
院
に
関

し
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た
総
合
的
な
診
療
計
画
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
診
療
計
画
が
入
院
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
以
内
に
、
患
者

に
対
し
文
書
に
よ
り
交
付
さ
れ
説
明
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
削
る
） 

三
の
二 

特
別
診
療
費
に
お
け
る
初
期
入
所
診
療
管
理
の
基
準 

第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
入
院
」

と
あ
る
の
は
「
入
所
」
と
、
「
患
者
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
者
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

四
～
五
の
二 

（
略
） 

四
～
五
の
二 

（
略
） 

六 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
薬
剤
管
理
指
導
の
施
設
基
準 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

利
用
者
又
は
入
所
者
に
対
し
、
利
用
者
又
は
入
所
者
ご
と
に
適
切
な
薬

学
的
管
理
（
副
作
用
に
関
す
る
状
況
の
把
握
を
含
む
。
）
を
行
い
、
薬
剤

師
に
よ
る
服
薬
指
導
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

六 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
薬
剤
管
理
指
導
の
施
設
基
準 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

利
用
者
、
入
院
患
者
又
は
入
所
者
に
対
し
、
利
用
者
、
入
院
患
者
又
は

入
所
者
ご
と
に
適
切
な
薬
学
的
管
理
（
副
作
用
に
関
す
る
状
況
の
把
握
を

含
む
。
）
を
行
い
、
薬
剤
師
に
よ
る
服
薬
指
導
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

七 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
理
学
療
法
又
は
作
業
療
法
の
施

設
基
準 

イ 

理
学
療
法
(Ⅰ)
を
算
定
す
べ
き
理
学
療
法
の
施
設
基
準 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

利
用
者
又
は
入
所
者
の
数
が
理
学
療
法
士
を
含
む
従
事
者
の
数
に
対

し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶
・
⑷ 

（
略
） 

七 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
理
学
療
法
又
は
作
業
療
法
の
施

設
基
準 

イ 

理
学
療
法
(Ⅰ)
を
算
定
す
べ
き
理
学
療
法
の
施
設
基
準 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

利
用
者
、
入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
理
学
療
法
士
を
含
む
従
事

者
の
数
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶
・
⑷ 
（
略
） 

ロ 

作
業
療
法
を
算
定
す
べ
き
作
業
療
法
の
施
設
基
準 

⑴ 

（
略
） 

ロ 

作
業
療
法
を
算
定
す
べ
き
作
業
療
法
の
施
設
基
準 

⑴ 

（
略
） 
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⑵ 

利
用
者
又
は
入
所
者
の
数
が
作
業
療
法
士
を
含
む
従
事
者
の
数
に
対

し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶
・
⑷ 

（
略
） 

⑵ 

利
用
者
、
入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
作
業
療
法
士
を
含
む
従
事

者
の
数
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶
・
⑷ 

（
略
） 

八 
特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
言
語
聴
覚
療
法
を
算
定
す
べ
き

施
設
基
準 

イ 
（
略
） 

ロ 

利
用
者
又
は
入
所
者
の
数
が
言
語
聴
覚
士
の
数
に
対
し
適
切
な
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

八 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
言
語
聴
覚
療
法
を
算
定
す
べ
き

施
設
基
準 

イ 

（
略
） 

ロ 

利
用
者
、
入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
言
語
聴
覚
士
の
数
に
対
し
適

切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

九 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
集
団
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
療

法
を
算
定
す
べ
き
施
設
基
準 

イ 

（
略
） 

ロ 

利
用
者
又
は
入
所
者
の
数
が
言
語
聴
覚
士
の
数
に
対
し
適
切
な
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

九 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
集
団
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
療

法
を
算
定
す
べ
き
施
設
基
準 

イ 

（
略
） 

ロ 

利
用
者
、
入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
言
語
聴
覚
士
の
数
に
対
し
適

切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

十 

特
別
診
療
費
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
算
定

す
べ
き
施
設
基
準 

イ 

（
略
） 

ロ 

入
所
者
の
数
が
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
数

に
対
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
を
算
定
す
べ
き
施
設
基
準 

イ 

（
略
） 

ロ 

入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言

語
聴
覚
士
の
数
に
対
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十
一 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
精
神
科
作
業
療
法
の
施
設
基

準 イ 

（
略
） 

ロ 

利
用
者
又
は
入
所
者
の
数
が
作
業
療
法
士
の
数
に
対
し
適
切
な
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

ハ 

（
略
） 

十
一 

特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
お
け
る
精
神
科
作
業
療
法
の
施
設
基

準 イ 

（
略
） 

ロ 

利
用
者
、
入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
数
が
作
業
療
法
士
の
数
に
対
し
適

切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 
（
略
） 
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